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新潟県栄養士法施行細則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成24年７月６日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第34号 

新潟県栄養士法施行細則等の一部を改正する規則 

（新潟県栄養士法施行細則の一部改正） 

第１条 新潟県栄養士法施行細則（昭和36年新潟県規則第50号）の一部を次のように改正する。  

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正後部分」という｡)に対応する同表の

改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という｡)が存在する場合には当該改正部

分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

栄養士免許申請書 

（略） 

記 

 １・２ （略） 

３ 添付書類 

(1) （略） 

(2) 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は住民票の写

し（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）

第７条第５号に掲げる事項（出入国管理及び

難民認定法（昭和26年政令第319号）第19条の

３に規定する中長期在留者及び日本国との平

和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の

出入国管理に関する特例法（平成３年法律第

71号）に定める特別永住者については、住民

基本台帳法第30条の45に規定する国籍等）を

記載したものに限る｡）（出入国管理及び難民

認定法第19条の３各号に掲げる者については、

旅券その他の身分を証する書類の写し） 

（略） 

別記 

第１号様式（第３条関係） 

栄養士免許申請書 

（略） 

記 

 １・２ （略） 

３ 添付書類 

(1) （略） 

(2) 戸籍謄本若しくは抄本若しくは住民票の写

し（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）

第７条第５号に掲げる事項を記載したものに

限る｡)又は外国人登録証明書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（新潟県理容師法施行細則の一部改正） 

第２条 新潟県理容師法施行細則（昭和42年新潟県規則第34号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

第22号様式（第26条関係） 

（表） 

理容所開設届 

（略） 

（裏） 

 （略） 

添付書類 

１～３ （略）  

４ 開設者が外国人である場合は、住民票の写

し（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）

第30条の45に規定する国籍等を記載したもの

に限る｡) 

５ （略） 

第22号様式（第26条関係） 

（表） 

理容所開設届 

（略） 

（裏） 

 （略） 

添付書類 

１～３ （略）  

４ 開設者が外国人である場合は、外国人登録

証明書 

 

 

５ （略） 

（新潟県美容師法施行細則の一部改正） 
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第３条 新潟県美容師法施行細則（昭和42年新潟県規則第35号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改 正 後 改 正 前 

第22号様式（第26条関係） 

（表） 

美容所開設届 

（略） 

（裏） 

 （略） 

添付書類 

１～３ （略） 

４ 開設者が外国人である場合は、住民票の写

し（住民基本台帳法（昭和42年法律第81号）

第30条の45に規定する国籍等を記載したもの

に限る｡) 

５ （略） 

第22号様式（第26条関係） 

（表） 

美容所開設届 

（略） 

（裏） 

 （略） 

添付書類 

１～３ （略） 

４ 開設者が外国人である場合は、外国人登録

証明書 

 

 

５ （略） 

   附 則 

この規則は、平成24年７月９日から施行する。 

 


